【令和8年度版】
働き方改革推進支援助成金を申請に当たっての留意事項

本助成金は、単なる設備投資ではなく、労働時間の削減等の「働き方の改善」を実現するための取組に対して支給されるものです。申請に当たっては、以下の点に留意してください。
（注）以下は主な留意事項を記載したものであり、全てを記載したものではありません。

１ 助成金の対象となる事業について
· 助成対象は労働時間の削減、年次有給休暇の取得促進等の改善事業です。
· 以下のようなものは対象となりません。
· 単なる設備更新や、生産性向上だけを目的としたもの
· 単なる福利厚生の向上や快適化
· 効果が不明確な取組
· 新規事業にかかる経費

２ 設備・機器導入に関する留意点
· 設備導入は改善事業の手段として必要不可欠な場合に限り対象となります。
· 次のようなケースは認められない場合があります。
· 営業・移動のみを目的とした車両
· 汎用的な備品（事務機器等）
· 労働者の業務に直接関連しない設備（労働者が使用しないものは×）
· 設備導入を行う場合は、以下を明確にしてください。
· 現状の作業方法の課題
· 導入前後の作業内容の変化や違いについて、同質の作業で比較すること
· 労働時間の削減効果（具体的数値）及び対象労働者への影響
· 見積書の一式について、内訳（詳細）がわかる資料を提出すること

３ 成果目標の設定について
成果目標は確実に達成でき、かつ実効性のある内容としてください。
目標例：時間外労働の上限設定
· 交付申請時点の36協定を基準とします。
· 過去の取組が後退している場合（例：上限時間が増加）は不可となる場合がある。
· 対象期間の始期が令和8年1月1日以降の協定書の場合、対象期間の始期の前日を終期とする協定についても用件を満たす必要がある。
· 令和8年4月1日以前の2年間に少なくとも1箇月45時間を超える時間外労働の実態が必要。
※追加目標：賃金引上げを追加する場合
· 対象労働者は、実際に労務提供を行う必要がある
· 賃金引上げ率は賃上げ前と後の時間当たりの賃金額で計算する
· 歩合給の場合、直近1年間の歩合給、総労働時間から時間換算額を算定する
· 雇用期間が3か月以上あり、賃金引上げから事業実施期間の終了日までに1か月以上の労働実績のある者が対象となる

４ 団体推進コース特有の留意点
· 助成対象となるのは構成事業主（労働者を雇用する事業主）に資する部分のみです。
· 以下の点に注意してください。
· 中小企業以外の構成員への経費は対象外
· 共通事業の場合は合理的な按分が必要
· 配布物（チラシ等）は対象範囲を明確にすること

５ 経費の取扱いについて
· 助成対象となるのは実際に支払われた必要かつ適正な経費のみです。
· 次の点に留意してください。
· 見積書にない経費は原則対象外
· 名義は申請事業主と一致する必要あり
· 法人は法人名義での支払いが必要

６ 事業計画・実施に関する留意点
· 計画は具体的かつ実現可能な内容としてください。
· 以下が重要です。
· 労使での事前の話し合い
· 改善内容の社内周知、実施記録の保存
· 個々の苦情、意見、要望を受ける担当者の選任

７ 不交付・取消しとなる主なケース
以下のような例の場合、助成金の不交付または取消しとなることがあります。
· 労働関係法令違反がある場合
· 不正受給・虚偽申請
· 効果が認められない改善事業
· 要件を満たさない計画

８ その他重要事項
· 助成金は事前申請・交付決定後実施が原則（事後申請不可）
· 就業規則を提出する際には、年次有給休暇の時季指定についての記載が必要
· 団体コースを除く全ての申請について、「年次有給休暇の管理簿」の提出が必要
※管理簿には労基法施行規則第24条の７に基づく時季、日数、基準日の記載が必要
· 審査に必要と判断する場合には、追加資料の提出を求めますのご協力ください
